
           令和３年３月２３日 

 

 

 関係各位 

 

 

京都府商工労働観光部長 

 

 

飲食の場面及び職場における新型コロナウイルス感染症対策 

のお知らせについて 

 

 

 平素より新型コロナウイルス感染拡大防止に御協力いただき、ありがとうございます。 

 この度、緊急事態宣言解除後における、飲食の場面及び職場における新型コロナウイル

ス感染症対策について、内閣官房から別添のとおり依頼がありました。 

 つきましては、貴団体会員企業・事業所の皆様に対して、飲食店を選ぶ際のポイントや

各職場で取り組むべきポイント等を周知いただきますようお願いします。 

 また、「飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言～５つのポイント

～」及び「職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言～５つのポイント～」の

フォーマットの見直しがなされましたので、飲食店や職場における感染防止のための取組

を勧奨するよう併せてお願いいたします。 

 

産業労働総務課 企画調整係 
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